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１０月１２日にタイ中央銀行は外為規制の緩和措置を実施しました。 

バーツ高が進行し、１０月６日には１３年振りとなる１ドル=２９バーツ台に達しました。バーツ相場の上昇テンポを遅らせ

るべく、タイ国内からの資本流出を促進させることが狙いの一つとされています。 

【外為規制緩和の主な内容】 

従前 規制緩和後 

１． 非上場企業による海外グループ会社への投資・貸

付限度額についてそれぞれ（A）親会社→子会社へ

年間１億米ドル相当、（B）関係会社へ年間１億ドル

相当まで認められる。（（A）と（B）の限度額は別々

に管理される） 
※上場会社が行う投資は無制限。貸付については

上記と同じとなる。 

企業による海外グループ会社への貸付の金額制限 
を撤廃。（上場企業・非上場企業共に制限がない） 

２．企業による海外の非グループ企業への貸出は中 
央銀行の許可が必要。 

 

企業による海外の非グループ企業への貸出は 
年間５，０００万米ドル相当まで認める。 

３．個人または法人による海外不動産投資の上限額は

年間５００万米ドル相当まで。 
個人または法人による海外不動産投資の上限額は 
年間１，０００万米ドル相当。 

４．バーツを両替して得た外貨で、支払い義務がなくて

も、タイ国内商業銀行の外貨預金に預入できる上限

額は個人１０万米ドル相当、法人３０万米ドル相当。 

バーツを両替して得た外貨で、支払い義務がなくて 
も、タイ国内商業銀行の外貨預金に預入できる上限 
額は個人・法人共に５０万米ドル相当。 
 

５．輸出代金として得た外貨で、国内に持ち込む必要 
のない金額の上限額は２万米ドル相当。 

 

輸出代金として得た外貨で、国内に持ち込む必要 
のない金額の上限額は５万米ドル相当。 

６．外貨建てで輸入代金を決済する場合、外国の口座 
または自社・グループ会社の外貨預金口座への送 
金に限る。 

外貨建てで輸入代金を決済する場合、外貨預金 
口座から、相手先のタイ国内の口座に送金すること 
を認める。 

７．中央銀行に報告を義務付けられる外国為替取引は

２万米ドル相当以上。 
 

中央銀行に報告を義務付けられる外国為替取引は 
５万米ドル相当以上。 

 

 


